
（平成２１年８月１２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認岐阜地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



岐阜国民年金 事案 595 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年５月から平成元年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年５月から平成元年８月まで 

当時、仕事が建設業であったため、昼休みに近くにあった銀行、郵便局な

どを利用して、毎月、国民年金保険料を納付していた。国に納付しているの

にこのようなことになるとは予想していなかったし、国の機関を信用してい

た。当時一人暮らしだったため、両親か兄弟しか証言してもらえる人はいな

いが、間違いなく納付していた。申立期間が、未納となっていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、申立人は、２回、住所を変更しているが、社会保険庁

の記録によれば、住所変更は適切に行われており、各市町村で、申立人の国民

年金の加入手続が適正に行われたものと推認できる上、申立人は、申立期間を

除いて国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人は、申立期間の保険料を毎月納付したと述べており、Ａ市及び

Ｂ市においては、昭和 62 年４月から、Ｃ町（現在は、Ｄ市）においては、61

年８月から、納付方法が毎月納付に切り替わっていることから、申立人の主張

に、不自然さは認められない。 

さらに、申立人は、その両親と同居していた時から、自分自身の保険料は申

立人本人が負担していたとしており、申立人の両親からも同様の証言が得られ

た。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



岐阜国民年金 事案 596 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 56年４月から 57年７月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和５年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 46年３月まで 

             ② 昭和 51年４月から 53年３月まで 

             ③ 昭和 56年４月から 57年７月まで 

    国民年金制度発足時から、国民年金に加入して、国民年金保険料を納付し

ていた。時期は定かではないが、Ａ村役場で免除申請の手続をした。免除申

請をした期間は５年ぐらいであり、申立期間は国民年金保険料を納付してい

たはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人が国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人及びその妻から聴取

しても、納付期間や申請免除期間についての記憶が曖昧
あいまい

であるため、保険料の

納付状況等が不明である。 

   また、国民年金保険料納付状況について、関係人の証言も得られないことか

ら、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情は見当たらない。 

一方、申立期間③については、16 か月と比較的短期間である上、社会保険

庁の記録では、昭和 57 年度は一部申請免除期間があるにもかかわらず、特殊

台帳が存在せず、同年度分についてはすべて納付済みとなっていたことがうか

がわれる。 

また、申立人夫婦の昭和 53 年４月以降の国民年金加入期間について、申立

人の申立期間③を除いて申立人夫婦はすべて納付済みであることが確認でき

る上、申立期間③の前後を通じて申立人夫婦の仕事や住所に変更は無く、生活

状況に大きな変化は認められないことから、特段、免除申請の手続を行う理由

も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭



和56年４月から57年７月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



岐阜国民年金 事案 597 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年３月から 60年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ： 昭和８年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の趣旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 59年３月から 60年３月まで 

    毎月、町内の班長が自宅に集金に訪れ、私が国民年金保険料を納付した。

昭和 59 年４月、同年６月及び同年７月の国民年金保険料仮領収書を持って

いる。申立期間が未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の一部の国民年金保険料仮領収書を所持しており、申立

期間の国民年金保険料を納付していたことがうかがわれる。 

また、申立人が所持している国民年金保険料仮領収書はＡ町で実際に使用さ

れていたものか確認はできなかったが、申立期間当時、同町では町内会（自治

会婦人会）が国民年金保険料の集金をして仮領収書を発行していたことが確認

できた。 

さらに、仮領収書に記載されている「記号番号」は、申立人自身の国民年金

手帳記号番号と一致していることが確認できる上、納付金額も申立期間当時の

国民年金保険料と一致しており、仮領収書の記載内容について不自然さは見当

たらない。 

加えて、申立人は昭和 50年 12月から 54 年６月までの期間は国民年金に任

意加入している上、申立人の国民年金と厚生年金保険の切替えも適切に行われ

ていることから、申立人の国民年金保険料の納付意欲と年金制度に係る知識は

高かったものと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。  

 

 



岐阜国民年金 事案 598 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 44年４月から 46年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和８年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 39年３月まで 

             ② 昭和 44年４月から 46年３月まで 

    国民年金制度発足時から、国民年金に加入して、夫が夫の分と一緒に国民

年金保険料を納付していた。時期は定かではないが、夫のみ、Ａ村役場で免

除申請の手続をしたが、私は１度も免除申請をしたことは無く、国民年金保

険料を納付していたはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人の夫が国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人及びその夫から聴取し

ても、納付期間や申請免除期間についての記憶が曖昧
あいまい

であるため、保険料の納

付状況等が不明である。 

   また、国民年金保険料納付状況について、関係人の証言も得られないことか

ら、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

一方、申立期間②については、24か月と比較的短期間である上、申立期間

直後の昭和 46年４月から 47年３月までの期間が、平成 20年 12月 25日に申

請免除期間から納付済期間に記録の訂正が行われており、行政側の記録管理

に不適切な取扱いがあったことが認められる。 

さらに、申立人は、昭和 39年４月以降の国民年金加入期間について、申立

期間②を除いてすべて納付済みであることが確認できる上、申立人が所持す

る国民年金手帳により、納付日が確認できる昭和 46 年度から 49 年度までに

ついて納付期限までに納付されていることが確認できた。 

加えて、申立人は、時期は定かではないが、「夫婦共に国民年金保険料を納

付できないのでどうしたらいいか」と役場に相談した結果、「夫の国民年金保

険料を免除申請し、妻（申立人）の国民年金保険料は納付した方がいい」とア



ドバイスを受け、苦しいながらも、申立人自身の国民年金保険料は納付し続け

たと述べている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和44年４月から46年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 

 



岐阜国民年金 事案 599 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48年４月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 19年生 

    住    所  ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 49年３月まで 

昭和 50 年ごろに知人に勧められて、夫婦で国民年金に加入した。市役所

の窓口でさかのぼって納付できることを聞き、夫と同じように納付した。私

のみ国民年金保険料が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12か月と短期間である。 

また、Ａ市の被保険者名簿により、申立人は昭和 50年ごろ、その夫と共に

国民年金に加入（夫婦連番）していることが確認できることから、同年ごろ

に知人に勧められて、夫婦で国民年金に加入したとの申立人の主張は基本的

に信用でき、同じように納付しようとした意思がうかがえる。 

さらに、申立期間について、申立人の夫は過年度納付していることから、

その夫が自分の国民年金保険料のみ納付して、申立人の保険料を納付しない

ことは不自然である。 

加えて、申立人は、申立期間直後の昭和 49年４月以降の国民年金加入期間

について、大部分が納付済みである上、免除期間の国民年金保険料について

追納していることから、申立人は、国民年金保険料の納付意識が高かったも

のと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 350 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、平成３年６月１日で

あったと認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。また、事業主が社会保険事務所

に届け出た標準報酬月額は、申立人の主張する標準報酬月額（30万円）であっ

たと認められることから、申立期間の標準報酬月額を 30 万円に訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 11月１日から３年６月１日まで 

    Ａ社に勤務し、預金通帳のとおり平成３年５月分まで 30 万円の給与を受

け取っていた。資格喪失日を同年６月１日に、標準報酬月額を 30 万円に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録では、離職日は平成３年５月 31 日になっているとともに、

本人が所持する預金通帳の給与の振込金額、２年分の確定申告書の控え、３

年分の源泉徴収票の給与金額及び社会保険料控除金額から判断すると、同年

５月まで 30万円の給与が支払われ、それに見合う厚生年金保険料が控除され

ていたものと推認される。 

しかし、社会保険庁の記録によると、当該事業所が厚生年金保険の適用事

業所ではなくなった日及び申立人の厚生年金保険被保険者の資格喪失日は平

成３年３月 31 日、申立期間の標準報酬月額は 11 万 8,000 円となっているこ

とが確認できるが、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日

及び申立人の資格喪失日に係る処理並びに申立期間の標準報酬月額を当初 30

万円と記録されていたものを 11万 8,000円に訂正する処理を、当該事業所が

適用事業所でなくなった日である同年３月 31日より後の同年５月７日付けで

さかのぼって行われている。 

また、社会保険庁の記録では、申立人以外の他の厚生年金保険被保険者５



名についても、申立人と同様の処理が行われているが、商業登記簿謄本によ

れば、当該事業所の閉鎖日は平成８年６月１日となっていることから、当該

事業所が適用事業所でなくなった日である３年３月 31日においては、当該事

業所が適用事業所としての要件を満たしていたと認められることから、この

ような記録訂正の処理を行う合理的な理由は見当たらず、当該処理に係る記

録は有効なものとは認められない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、上記資格喪失及び標準報

酬月額に係る処理を行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効な

ものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、雇用保険の記録に

おける離職日の翌日である平成３年６月１日であると認められる。また、申

立人の２年 11月から３年５月までの標準報酬月額については、訂正処理が行

われる前の標準報酬月額である 30 万円に訂正する必要があると認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 351 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（26 万円）に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 26 万円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年 10月１日から 18年 11月１日まで 

平成 15年 10月から 16年６月までの標準報酬月額が 12万 6,000円、同年

７月から 18年 10月までの標準報酬月額が 15万円となっているが、当時の

給与明細書及び賃金台帳では標準報酬月額が 26 万円に相当する保険料が控

除されているので、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間において、給与明細書及び賃金台帳から、その主張する標

準報酬月額（26 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により控除されてい

たことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当時経営が苦しかったため、やむなく平成 15年 10月の標準報酬月額を

12万 6,000円、16年７月から 18年 10月までの標準報酬月額を 15万円とする

届出を行ったことを認めているほか、給与明細書等において確認できる報酬月

額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所で記録されてい

る標準報酬月額が、15年 10月から 18年 10月までの申立期間の全期間にわた

り一致していないことから、事業主は、給与明細書等で確認できる報酬月額又

は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務

所は、当該報酬月額に見合う保険料の告知を行っておらず、事業主は、当該保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 352 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る

記録を昭和 42年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 3,000円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 42年２月 28日から同年３月１日まで 

         昭和 42 年１月＊日に社内結婚をした。当時、Ａ社Ｂ支店で勤務していた

が、同社Ｃ支店に勤務する夫の居住地に近い同社Ｄ支店Ｅ営業所に転勤に

なった。同社Ｂ支店の処理間違いで厚生年金保険の資格喪失日が同年２月

28 日とされたため、資格喪失日を同年３月１日に訂正する届の提出を同支

店に連絡していたが、訂正されないままになっている。同支店における資格

喪失日を同年３月１日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された社員名簿及び元同僚の証言から判断すると、申立人は、

同社に継続して勤務し（昭和 42 年２月５日付けでＡ社Ｂ支店から同社Ｄ支店

Ｅ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ支店に係る社会保険事務

所が管理する健康保険厚生年金保険被保険者原票に記載された昭和 42 年２月

１日の標準報酬月額により、３万 3,000円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 42 年

３月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年２月 28 日

と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として



届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年２月の保険料について、

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料を充当した場合又は保険料を還付したものを含

む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 



岐阜国民年金 事案 600 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 39年３月までの国民年金保険料、平成７年１月

から同年３月までの期間及び８年３月の付加保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 39年３月まで 

             ② 平成７年１月から同年３月まで 

             ③ 平成８年３月 

私は、昭和 36 年２月に結婚し、制度発足時から夫と一緒の国民年金に加

入した。亡くなった夫から、私たちは最初から国民年金に加入していると聞

いていたし、夫から、同じにしてあると聞いていた。当時は夫が、私の国民

年金保険料と併せて二人分支払っていた。また、付加年金に加入してからは、

私が国民年金保険料と付加保険料を夫の分と併せて納付していたが、途中で

付加保険料の支払いを止めたりはしなかった。申立期間が未納となっている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 39 年８月

ごろに払い出されており、その時点では、申立期間の一部は時効により国民年

金保険料を納付できない期間であるほか、別の国民年金手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人の夫が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人自身は国民年金の加入手続及

び保険料の納付に関与しておらず、これらを行っていたとする申立人の夫も既

に亡くなっていることから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況等が不

明である。 

さらに、申立人は、その夫から、さかのぼって納付した期間や金額について

は聞いた記憶が無いと述べており、その夫が、申立期間の国民年金保険料を納

付した事実を推定することは困難である。 

加えて、Ａ市（現在は、Ｂ市）の被保険者名簿及び社会保険庁の記録による

と、申立期間②及び③については、定額保険料を納付期限経過後に納付してい

ることが確認でき、任意で付加保険料の納付を申し出ている場合は、制度上、



納付期限を過ぎて納付することができないことから、当該期間は付加保険料を

納付することができない。 

その上、申立期間②については、一緒に納付していたとするその夫について

も、定額保険料を納付期限後に納付していることが確認できることから、申立

人が、申立期間②及び③において、付加保険料を納付していたとは認め難い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間①の国民年金保険料、申立期間②及び③の付加保険料

を納付していたものと認めることはできない。 



岐阜厚生年金 事案 353 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年 12月 21日から 36年 10月 21日まで 

    昭和 34 年１月 24 日にＡ社に入社した。病気のため会社を休んでいた 35

年 12月 21日から 36 年 10月 21日までの年金記録が無い。この期間も当該

事業所に在籍し、厚生年金保険に加入していたはずであるので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録から、申立人が昭和 34 年１月 24 日から平成２年１月

20日までＡ社に勤務していたことが確認できる。 

   しかしながら、当該事業所に保管されているＢ健康保険組合の健康保険・厚

生年金保険の台帳の記録は、社会保険庁の記録と一致している上、申立人は、

申立期間において、病気のため入院し、１年くらい当該事業所を休業していた

と供述しているところ、申立人と同様に病気のため長期間休業していた複数の

同僚は、「休んでいた期間のうち一部期間の年金記録が無い」と証言しており、

当該同僚の記録は、病気のため休業していた期間の一部が厚生年金保険被保険

者期間となっていないことが社会保険庁のオンライン記録から確認できる。 

また、当該事業所には当該健康保険組合の個人台帳は保管されておらず、申

立人の個人台帳の記載内容を確認することができないほか、当該事業所は、当

時の休業者及び休職者の取扱いを定めた就業規則等の書類の保管は無いと回

答しており、申立ての事実を確認することができない。 

   さらに、申立人は申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほか、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料、周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



岐阜厚生年金 事案 354 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 10月６日から 45年９月 30日まで             

昭和 44 年 10 月６日から臨時補充員としてＡ郵便局に勤務したが、45 年

９月までの期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した申立人の最終勤務地であるＢ郵便局長発行の在職証明書

により、申立人は申立期間においてＡ郵便局に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、社会保険庁の記録によると、Ａ郵便局は平成８年６月から厚

生年金保険の適用事業所になっており、申立期間において厚生年金保険の適用

事業所としての記録は確認できない。 

また、Ｃ共済組合Ｄセンターの年金担当者は、「厚生年金保険の適用につい

ては、厚生年金保険法による規定に基づき、郵便局ごとに非常勤職員の被保険

者資格を判断し手続を行っていた」と証言しており、Ａ郵便局によれば、同郵

便局における臨時補充員の人数は１人ないし２人と少数であると回答してい

ることから、申立期間当時、同郵便局は、適用事業所としての要件を満たして

いなかったと考えられる。 

 さらに、申立期間に係る雇用保険記録を確認することができず、このほか、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は無い。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

    

 



岐阜厚生年金 事案 355 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年２月１日から 34年５月１日まで  

私は、Ａ社を退職後、Ｂ社に勤務した。当時、一緒に勤務していた者の厚

生年金保険被保険者記録が見つかり、私だけ記録が無く納得がいかない。申

立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に一緒に働いていた申立人の妻、妹及び同僚の証言から、申立人が

Ｂ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によれば、申立人が記憶していた同僚の中に、

厚生年金保険被保険者記録が確認できない者が複数見られること、及び厚生年

金保険被保険者であっても、加入期間と勤務期間が一致しない者が複数見られ

ることから、当該事業所においては、従業員のそのすべての勤務期間において

厚生年金保険に加入させていた事情はうかがえない。 

また、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない上、当該

事業所は平成 15 年３月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

当時の事業主も既に亡くなっていることから、関連資料及び証言を得ることが

できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



岐阜厚生年金 事案 356 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年５月１日から同年 11月１日まで 

               ② 昭和 25年５月１日から同年 11月１日まで  

③ 昭和 27年 10月１日から 28年４月１日まで 

④ 昭和 32年６月２日から 33年１月１日まで 

⑤ 昭和 33年１月１日から同年７月１日まで 

⑥ 昭和 33年７月１日から同年 11月１日まで 

    50 年も前のことなので、給与明細などの資料も無く、はっきりせず、思

い出せることは以下のことだけである。①名前は会社によってはＡと記録さ

れているかもしれない。②労災保険に入っていた記憶があり、同僚で亡く

なった人が労災保険を受け取った記憶があり、また、胃が悪くなり、１か月

休んだ時、傷病手当金を受け取った記憶がある。各炭鉱で勤務していた申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②に係るＢ社について、申立人は、「18歳未満は坑内作業は

禁止であり、炭鉱の外で雑仕事をしていた」と供述しているところ、当該事業

所の厚生年金保険被保険者名簿によると、当該事業所では 18 歳未満で厚生年

金保険被資格を取得した被保険者は存在しないことを踏まえると、当時 18 歳

未満であった申立人が、当該事業所において厚生年金保険に加入していた事情

はうかがえない。 

また、申立期間③に係るＣ社について、申立人が記憶する同僚には申立人と

一緒に働いた記憶が無く、当該同僚には当該事業所における厚生年金保険被保

険者記録も無いほか、申立人が記憶している女子事務員の名前は申立人の厚生

年金保険被保険者記録のあるＤ社の厚生年金保険被保険者名簿で確認できる

ものの、Ｃ社における同名簿に同僚の記録は無く、記録どおりである旨の同僚

の証言がある。 

また、申立期間④に係るＥ社について、申立人が記憶している３名の同僚は

既に死亡しており、当該同僚の厚生年金保険被保険者期間はいずれも申立期間



より約４年前の期間となっている上、当時の事業主及び他の同僚は死亡又は連

絡先不明により申立人の勤務実態及び保険料控除に係る証言が得られない。ま

た、申立期間において当該事業所で被保険者記録のある複数の同僚からは申立

人に関する記憶が無い旨の証言があった。 

また、申立期間⑤に係るＦ社については、申立人が記憶している抗夫長の配

偶者の証言により、期間の特定はできないものの、勤務実態の推認はできるが、

当時の事業主は死亡しており証言が得られない上、抗夫長と同時期に当該事業

所に勤務していた同僚には申立人の記憶は無く、申立人の保険料控除に係る有

力な証言は得られない。 

また、申立期間⑥に係るＧ社については、申立期間に厚生年金保険被保険者

期間がある同僚は、「当該事業所は小規模炭鉱であり、被保険者名簿にある７

名のみが常勤であり、それ以外は短期の応援の作業員であった」と証言してお

り、当該同僚に申立人の記憶は無いほか、申立人が共に勤務したとする同僚に

も当該事業所での厚生年金保険被保険者記録は無い。   

また、申立人が、申立期間①から⑥までに勤務した５事業所の社会保険事務

所に保存されている厚生年金保険被保険者名簿には申立人の氏名は無く、申立

期間の健康保険の整理番号に欠番は無いほか、申立期間④及び⑤以外の申立期

間は、事業所が厚生年金保険の適用となる以前の期間となっているなど、申立

人の申立期間の記憶は曖昧
あいまい

である。 

なお、申立期間に係る厚生年金保険被保険者名簿によれば、Ａでの記載は無

いが、Ｈ社に係る同名簿ではＩ、Ｊ社に係る同名簿ではＫとなっているほか、

Ｊ社に係る同名簿では長期療養の給付の表示が確認できる。 

さらに、申立人はすべての申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておら

ず、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者としてすべての申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 357 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年２月 17日から 35年 10月１日まで 

私は、昭和 33 年２月にＡ市のＢ社Ｃ支店に入社し、35 年 10 月まで勤務

して営業の仕事をした。勤務していた期間は、健康保険と厚生年金保険に加

入していたと思うので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人はＢ社Ｃ支店に勤務していた当時は、営業として業務に従事していた

旨を具体的に供述しているほか、申立人が記憶している上司及び同僚に当該事

業所の厚生年金保険被保険者としての記録があることから、期間の特定はでき

ないものの、申立人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、当該上司及び同僚は、「当時Ｂ社では、営業は正社員ではなく、営

業職の給料は３か月の見習期間経過後は歩合制となり、一定額以上の売上げが

無ければ社会保険に加入させなかった」と証言している。 

また、当該事業所を継承するＤ社は、「Ｂ社Ｃ支店は、既に厚生年金保険の

適用事業所ではなくなっており、その後、同社本社に一括適用になったため、

申立内容を確認できる資料は無い」と回答しており、申立人の勤務実態及び保

険料控除に係る事実を確認することができない。 

さらに、社会保険事務所が保有する厚生年金保険被保険者名簿には申立人の

氏名は無く、同名簿の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落し

たとは考え難い。 

加えて、申立人は厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事

実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほか、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料、周辺事情

は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 358 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年８月１日から 29年２月１日まで 

             ② 昭和 29年８月 25日から 30年３月 16日まで 

昭和 28 年８月からＡ社で半年間、建設工事に従事したが、厚生年金保険

の加入記録が無い。また、Ｂ社の社長から働いてほしいと言われ、29 年８

月 25 日から勤務したが、30 年３月 16 日までの厚生年金保険の加入記録が

無い。これらの事業所での勤務期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立期間に厚生年金保険被保険者期間がある複数の同

僚は申立人を記憶しておらず、現場で親方が採用した人は、正社員ではなく厚

生年金保険に加入させていなかった旨の証言をしている。 

また、当該事業所に申立人より先に勤務し、申立人と同様の土木作業に従事

していたとされる申立人の父親についても厚生年金保険の加入記録を確認す

ることができない。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿には、申立期間において申立人の記録は無く、健康保険被保険者番号は

連番となっており欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

加えて、申立人は申立期間に係る記憶が曖昧
あいまい

であり、上司や同僚の名前を記

憶していない上、当該事業所は現存しておらず、事業主及び役員の所在も不明

であることから、申立人の勤務実態や正確な勤務期間について事実を確認する

ことができない。 

一方、申立期間②について、Ｂ社において昭和 29 年４月１日に資格取得し

た同僚は、「申立人が入社したのは、自分より１年か２年後で、昭和 29 年 10

月１日に資格取得した２名より後の入社である」と証言している。 

また、当該事業所は現存しておらず、当時の事業主及び役員の所在も不明で

あるため、証言を得ることができないことから、申立てに係る事実を確認する



ことができない。 

さらに、両申立期間について、申立人は厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 359 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年ごろから 28年ごろまで 

             ② 昭和 29年ごろから 36年ごろまで 

勤務期間や厚生年金保険に加入していた証拠は何も無いが、昭和 27 年ご

ろから 36年ごろまで、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社に勤務した記憶があるので、

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、高校卒業後、農閑期にＡ社、Ｂ社、Ｃ社及びＤ社に勤務したと申

し立てているが、社会保険事務所の記録によれば、Ｂ社については、農閑期の

昭和 28年 12月１日から 29年３月 24日まで厚生年金保険の加入期間を確認す

ることができる。 

しかし、Ａ社は社会保険事務所の記録では厚生年金保険の適用でなくなった

日は不明であるが、昭和 25年 10月 10日に資格喪失している者が最後の被保

険者とみられることから、申立期間前の同日が厚生年金保険の適用が無くなっ

た日と推測される。 

また、Ｃ社に勤務していた複数の同僚に確認したところ、申立人の記憶が無

い上、昭和 41 年８月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事

業主の連絡先も不明であるため、証言等が得られず、勤務実態について確認す

ることができない。 

さらに、Ｄ社については、申立期間前の昭和 20年９月 15日に厚生年金保険

の適用事業所でなくなっている。しかし、24 年 12月８日に厚生年金保険の適

用事業所になったＥ社に勤務していた者から、「申立人はＥ社に勤務していた」

との証言がある一方、この者は、「事業主は、炭鉱内に入っている者以外は、

厚生年金保険の加入の手続をしていないと話していた」とも証言しており、申

立人は運転助手をしていたと証言していることから、厚生年金保険に加入して

いなかったものと推測される。なお、Ｅ社は 41年１月 11日に厚生年金保険の

適用事業所でなくなっており、事業主の連絡先も不明であるため、証言等が得

られず、確認することができない。 



加えて、社会保険事務所が保管するＡ社、Ｃ社、Ｄ社及びＥ社の厚生年金保

険被保険者名簿には、申立人の名前を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 


